
５ 利用に必要な経費等 

○施設使用料・宿泊料（条例改正や税率改定等で変更になる場合があります） 
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⑴ 研修室やプレイホールの使用料及び宿泊料は、群馬県の条例で定められています。 

⑵ 区分については次の通りです。 

  甲類：高校生以下の者（これに準ずると知事が認めた者を含む。以下同じ。）及びその引率者を

含む団体、高校生以下の者及び指導者（高校生以下の者を指導する者をいう。以下同

じ。）を含む団体又は指導者の団体であって、営利を目的としないもの。 

  乙類：甲類以外のもの。 

⑶ 「学校等」とは、保育所・幼稚園・認定こども園・小学校・中学校・義務教育学校・特別支援学

校・高等学校・中等教育学校・学童クラブ（放課後児童クラブ）のことをいいます。 

⑷ 「昼」とは 9:00～17:00、「夜」とは 17:30～22:00の時間帯をさします。 

⑸ （  ）の額は、１１月１日から３月３１日までの使用料です。燃料経費等が含まれています。 

⑹ 和室の定員は、１～１２号室は各１６名、リーダー室１は３名、リーダー室２は５名です。 

⑺ キャンプ場は整備中のため、一般への貸出しは行っていません。 

 

 

○食事代（税率改定等でやむを得ず変更になる場合があります。） 

 朝食 昼食 夕食 

幼 児 ６４０円 ７２０円 ８５０円 

小 学 生 ７１０円 ７９０円 ９９０円 

中学生以上 ７４０円 ８２０円 １０３０円 

 

 


